
対象経費の補助率1/2以内

交付要領に掲げる条件を全て満たす民間団体

交付要領に定める要件を満たす実行委員会

補 助 対 象 者

次のような取組みであること。

(1)県内在住の外国人と地域住民の交流イベント
例)・多国籍の選手が参加するスポーツイベント
・茶道、武道、和紙製作等の体験イベント

(2)多文化共生に関する情報発信・広報
例)・マンガやアニメを活用した外国の慣習やマナーに関するわかりやすいコンテンツの作成・発信
・日本や熊本における自然災害や、避難所の役割等についてなじみのない外国人に情報発信するための
コンテンツの作成・発信

(3)県内在住の外国人が安心して暮らしていくための環境整備
例)・地域行事（祭り等のイベント企画、消防団、地域の清掃活動等）に在留外国人が参加するための体制整備

(4)その他多文化共生社会の推進に向けた取組み
例)・海外からの留学生や労働者を対象とした生活や就職に関する意識調査
・在留外国人が熊本県内に定着するためのニーズ調査

補 助 対 象 事 業

熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号
熊本県観光国際政策課 国際交流班
TEL：096－333-2159

補助金の申請方法、申請資料等の詳細については、
熊本県のホームページをご覧ください。
（右のQRコードからご覧になれます。）
トップページ＞組織でさがす＞観光戦略部＞観光国際政策課＞多文化共生

お問合せ

補助限度額

公募期間

＜熊本県多文化共生推進補助金の目的＞
海外企業の進出を契機として、多文化共生に向けた取組みを推進する民間団体に対し、多文化共生推進
補助金を交付します。
※多文化共生とは

国籍や民族などの異なる人々が、互いに文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の
構成員として共に生きていくこと。

６月２１日

公募開始

７月２１日

公募締切

８月中旬

書類審査
８月下旬
交付決定通知

３月１５日

実績報告

３月以降

補助金交付

応募から事業完了までの流れ


